
東京学芸大学附属国際中等教育学校

保健室





①日本の学校に在籍

→受診・提出なし

（小・中学校から直接学校に送付）

②すでに健康診断を受けている

（帰国時など）

→転記+原本のコピー

③未受診の場合 →医療機関を受診

（校医も可）

＊ただし、未受診項目がある場合は

医療機関を受診してください

＊編入生 胸部レントゲン5.6年生必須

心電図は2.3.5.6年必須

★４月に健康診断で1年生・4年生は検査を行うため

）



@reallygreatsite

学校管理下において発生した傷病について、一定の

条件のもと医療費が全額支給されます。

基本的に、全校生徒に加入していただくことになって

おりますので、必ずフォームよりご回答ください。


